
事業名
（メニュー）

農商⼯連携による
新商品開発等助成

地域資源活⽤開発助成

中⼩企業者等と農林漁業者が連携して
取り組む新商品の開発にかかる費⽤の

⼀部を助成します。

千葉県内の地域資源を活⽤した   
新商品の開発にかかる費⽤の⼀部を

助成します。

対象者
中⼩企業者等と農林漁業者による

連携体 中⼩企業者等

助成限度額
150万円
�助成率：1/2以内

（⼩規模企業者は2/3以内）

100万円
�助成率：1/2以内

（⼩規模企業者は2/3以内）

▶WEBエントリーは
 こちらから

【問い合わせ先】
 公益財団法⼈千葉県産業振興センター 新事業⽀援部 産学連携推進課
 〒273-0864�船橋市北本町1-17-25 ベンチャープラザ船橋1階�
 TEL:�047-426-9200  E-mail : �nousyoukou@ccjc-net.or. jp

まちおこしや
観光誘致のために
新商品開発を

したい

地域の
特産品を広める
ために新商品
開発したい

廃棄部分を 
活かして  
新商品開発 
したい

＼�千葉県の地域資源を活⽤して新商品を開発しませんか？�／

ちば農商⼯連携事業⽀援基⾦・ちば農商⼯連携事業⽀援基⾦・
中⼩企業総合⽀援事業中⼩企業総合⽀援事業

（地域資源活⽤開発助成⾦）（地域資源活⽤開発助成⾦）

　☞詳しい案内はこちらから、募集要項をご覧ください。
　　※千葉県の予算成立の状況等により、内容が変更することがあります。
　　　　　　URL　　https://www.ccjc-net.or.jp/link/nskboshu.html



助成事業 助成対象経費

①原材料の購⼊ 原材料・材料費

②原材料を加⼯

（⾃社で加⼯する場合）    
機械装置・⼯具器具の    
レンタル・リースに要する経費
（他社に加⼯を依頼する場合）
外注加⼯費

③専⾨家に加⼯
⽅法の改善等の
指導を受ける

専⾨家謝⾦、旅費

④⾷品検査 委託費
（補助対象経費総額の１／２）

⑤試作品を配布
（補助⾦で購⼊した原材料
で製作した試作品は販売

できません。）

（展⺬会に出展する場合）    
展⺬会の⼩間代
（短期的なアルバイトのみで 
⼈員が必要な場合）
賃⾦

　※助成対象経費の詳細は募集要項をご覧ください。

 活⽤⽅法の⼀例∼試作品の開発∼ 活⽤⽅法の⼀例∼試作品の開発∼


